
相原たけの子学童保育クラブの移転日決定について 

 

 現在、子どもセンターぱおに併設されている「相原たけの子学童保育クラ

ブ」を、相原小学校校舎内に移転する件について、具体的な移転内容をご報告

いたします。 

 

 

１ 移転時期 
  

学童保育クラブは公の施設となりますので、町田市学童保育クラブ設置条例

第 2 条にて位置の指定をしております。相原たけの子学童保育クラブにつきま

しては、2017 年度第 4 回市議会定例会（12 月議会）にて、位置の変更を議

案として提出する準備を進めており、12月上旬を施行日とする予定となってお

ります。 

つきましては、子どもセンターぱおから相原小学校に移転する時期としまし

ては、上記の施行日をもって移転することになります。 
 

※町田市学童保育クラブ設置条例 

 第 2 条 クラブの名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。 

 

 

２ 主な設備 
 
現在、相原小学校の普通教室を改修工事中ですが、学童保育クラブとして主な

設備は以下のとおりとなります。 
 
移転後の施設概要 

移転後の面積 移転後の定数 2017年 10月の 64人による、１人あたり面積 

約 120㎡ 84名 2.20㎡ 

 

第１育成室（旧ＰＴＡ室）・・・・面積 約６０㎡ 

 空調・畳スペース・ＬＥＤ照明・防犯カメラ・床、天井の張り替え 

第２育成室（旧コミュニケーション教室）・・・・面積 約６０㎡ 

 防犯カメラ（昨年度、改修工事を実施） 

指導員室（旧生活科室） 

 事務スペース、キッチン、コンロ、休憩室、空調、ランドリーコーナー 

インターホン、機械警備、学校１１０番、非常用ベル 

学童用通用門（西門） 

 扉取り換え、通路舗装、送迎用駐輪スペース、防犯カメラ 
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３ 運営方法について 
 
 今回の移転に伴う運営につきましては、変わることはありません。相原たけの

子学童保育クラブのスタッフがそのまま保育を継続してまいります。 

 

 

４ 相原たけの子学童保育クラブ跡地について 
  
 現在の学童用スペースにつきましては、当面は中高生用スペースとして活用

する予定です。今後の活用方法につきましては、例えば子どもセンターまあち

のカフェのように、地域の特性を生かす活用方法を検討してまいります。新た

な活用方法につきましては、案がまとまりましたらご報告をさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


